
発達障害について知っていますか？ 

 

 

 
 

 
 

 

  

発達障害とは 

 発達障害は、広汎性発達障害（こうはんせいはったつしょうがい）、学習障害、注意欠

陥多動性障害など、脳機能の発達に関係する障害です。発達障害のある人は、他人との関

係づくりやコミュニケーションなどがとても苦手ですが、優れた能力が発揮されている場

合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 チェック☑  

チェックリストについてのお問い合わせは 県人権施策推進課まで 

TEL：073-441-2566  FAX：073-433-4540 

 

 

人権チェックリスト 令和 8年 

4月号 

～発達障害についてのご相談は～  

和歌山県発達障害者支援センター ポラリス  

和歌山市葵町 3-25（社会福祉法人愛徳園 愛徳医療福祉センター内）  

TEL：073-413-3200 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://aitoku.or.jp/polaris/ 

発行元：国立障害者リハビリテーションセンター 企画・情報部 発達障害情報・支援センター 

報・支援センター 

・遠回しな言い方やあいまいな表現は理解しにくいため、短い文で具体的に話をしましょう。 

・目で見て分かる情報のほうが理解しやすいため、写真や絵などを使い、わかりやすく説明    

 しましょう。 

・否定的な言動には、過敏な人が多いので、できるだけ肯定的な話し方を心がけましょう。 

 

 同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を併せ持ったりするこ

ともあります。発達障害は一見すると分かりにくいため、周囲がご本人の困りに気づい

たり、理解したりすることが難しいこともあります。重要なのは、一人ひとりの特徴に

目を向け、その人に合った支援を行うことです。 

 


